
交通事故のない安全で快適な社会を実現するため、香川県警察と企業等の団体、個々の県

民が相互の理解と協力のもと共同で交通安全活動を推進しようとするものです。 

「かがわ交通安全パートナーシップ申込書」を、住所地若しくは団体（事業所等）を管轄す
る警察署又は香川県警察本部交通企画課に提出してください。 
※かがわセーフティリーダーズのマグネット及び、かがわスマートサイクリストのステッカー
については、申込書を受領後に配布します。 

 

～団体・個人による交通安全活動～ 

かがわ交通安全パートナーシップとは 

活動の主体 

②かがわセーフティリーダーズ ③ かがわスマートサイクリスト 

① かがわ交通安全パートナーズ 

(ステッカー) 

（マグネット） 

●県内に所在する官公署、事業所、学校、自治会

等の団体 

※団体による②・③の活動を含みます。 

⇒交通安全に寄与する社会貢献活動、広報啓発

活動、指導教育活動等のあらゆる形態の交通安

全活動を県警察とともに取り組む団体。※パート

ナーズに参加した事業所等は、県警 HP 上に事

業所の所在地、名称、活動内容を搭載します。 

●個人（県内に居住） 
 

 

⇒自身が運転する自動車等にかがわセーフティ

リーダーズのマグネットシートを貼付し、交通法規

の遵守とともに、他の道路利用者の手本となる交

通マナーを実践することで、交通安全運動を推進

するものです。 

●個人（県内に居住） 
 

 

⇒自転車利用者。自身が運転する自転車にかが

わスマートサイクルリストのステッカーを貼付し、自

律的に交通ルールを守り、安全運転を実践するこ

とにより、良好な自転車通行秩序の維持と交通事

故防止に取り組むものです。 

参加方法 

県警公式アプリ「ヨイチポリス」では、県内の交通事故状況や
交通指導取締り情報等が確認できます。 

申込書 


